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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（平成21年法律第
96号。以下「法」という。）の対象となる金融機関は、法第７条の規定に基づき、法施行日
（平成21年12月４日）から平成23年3月31日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を開
示しています。
今般、東海財務局管内に本店を有する金融機関（68金融機関）の貸付条件の変更等の状況

について、取りまとめて集計いたしましたので、その結果（速報値）を公表いたします。

※今般公表するのは現時点の速報値であり、今後の精査によって変動し得るものです。



【債務者が中小企業者である場合】
上段は件数、下段()内は金額（単位：億円）

申込み 実行 謝絶 審査中 取下げ 実行率① 実行率②

146,369 133,058 3,676 6,146 3,489 97.3% 90.9%
(35,914) (32,966) (822) (1,434) (690) 

122,338 114,129 1,729 3,737 2,743 98.5% 93.3%
(21,686) (20,225) (307) (709) (442) 

4,930 4,498 132 129 171 97.1% 91.2%
(1,191) (1,101) (22) (41) (25) 

273,637 251,685 5,537 10,012 6,403 97.8% 92.0%
(58,791) (54,292) (1,151) (2,184) (1,157) 

【債務者が住宅資金借入者である場合】
上段は件数、下段()内は金額（単位：億円）

申込み 実行 謝絶 審査中 取下げ 実行率① 実行率②

9,528 6,361 1,129 706 1,332 84.9% 66.8%
(1,505) (1,023) (180) (102) (199) 

6,213 4,717 395 296 805 92.3% 75.9%
(822) (625) (54) (41) (100) 

530 402 61 16 51 86.8% 75.8%
(68) (51) (9) (1) (5) 

16,271 11,480 1,585 1,018 2,188 87.9% 70.6%
(2,395) (1,699) (243) (144) (304) 

※　計数は現時点の速報値であり、今後の精査により変動しうる。

 ・件数は、貸付債権ベース。

 ・実行率①＝実行件数／（実行件数＋謝絶件数）。
 ・実行率②＝実行件数／申込み件数。
 ・記載金額は、億円未満を切り捨てて表示。
 ・左端の欄中の【】内は、平成23年3月末時点の東海財務局管内に本店を有する金融機関数。
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